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報告 

神戸市内の防空壕調査 
 

山本雅和１） 

 

 

１．調査の趣旨 

本市では、第二次世界大戦（特に神戸大空

襲）の戦争の記憶を風化させず、また当時の資

料の散逸・滅失を防止するため、1998（平成

10）年以降、戦争に関する物資料とともに、戦

争の体験談や戦時中の写真等の戦災に関連

する資料を継続的に収集してきている。 

このたび、個人宅の敷地内にある防空壕に

関する情報が「神戸新聞」に掲載された２）こと

を契機として、戦時中の生活に深くかかわった

防空壕の場所や記憶についての調査を実施し、

次の世代に戦争の記録を残していけるよう、結

果をとりまとめた。 

2023（令和５）年 10 月 23 日には、この調査

結果について市役所内記者クラブにおいて局

会見を開催し、報告した。なお、防空壕等をはじ

めとして、戦災に関する資料や情報については、

収集を継続している。情報をお持ちの方はぜひ

行財政局総務課（当時：業務改革課）までお

寄せいただきたい。 

 

２．調査の内容 

戦争の記憶を受け継ぐため、ご自宅の地下や

庭、敷地内、あるいは学校や公園などに現存、ま

たは存在した防空壕等についての情報を広く収

集した（添付チラシ参照）。 

その収集内容として、①防空壕に関すること

（所在地・所有者・防空壕等のエピソード・保

存状況・写真等の概要など）、②その他戦争

の体験談を対象とした。 

 

３．調査の結果 

・調査期間  2023（令和５）年 

２月 21 日（火）〜３月 31 日（金） 

※調査期間終了後も随時受付継続 

・情報受付件数  41 件（うち３件重複） 

・防空壕の件数  38 件 

（うち現存 13 件） 

（現存しない・不明 25 件） 

※うち１件は非公開につき公開件数は 37 件 

 

 

所在地 小計 現存 現存しない 不明 

東灘区 １ ０ １ ０ 

灘区 ７ ３ ４ ０ 

中央区 12 0 10 2 

兵庫区 3 0 3 0 

北区 1 0 1 0 

長田区 1 1 0 0 

須磨区 7 5 2 0 

垂水区 5 3 2 0 

西区 0 0 0 0 

合計 37 12 23 2 

表１ 市内区別の防空壕調査数 
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表２-1 今回調査対象とした防空壕一覧 
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表２-２ 今回調査対象とした防空壕一覧 
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  表２-3 今回調査対象とした防空壕一覧 
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４．防空壕№9～11 概要とエピソード 

〇No.9  八幡通付近（中央区八幡通） 

〇No.10 八幡通付近（中央区八幡通）  

〇No.11 東遊園地（中央区加納町）  

  
ある時、父が玄関先の床をめくった。「もし空襲があ

ればこの中に逃げ込むんだ︕」と⾔った。いつの間に、こ
んな⽳を掘ったのだろうか︖⽳は１m くらいの四⾓い
形で、深さも１m くらいちょうど⾵呂桶くらいの⼤きさだ
った。僕はこの中に家族 4 人が入るとどんな状態になる
のか、団子になった家族を想像した。  

当時の私は５歳で、家は葺合区⼋幡通にあり、路
地を隔てた南に小野⼋幡神社がある、掃き清めたきれ
いな庭が私の遊び場であった。現在の神⼾市役所庁
舎から東へ 200m くらいの所である。それからどれくら
い後だったか、その日の午後、空襲警報が鳴って壕に
潜っていた私に隣保の人が「ここでは危ないから︕」と近
くの防空壕に⾏くように⾔われたので、あわてて壕を出
た。辺りは薄暗く⼣⽅だったと思う、⺟と⾃宅の⻄側を
流れる小川の東側に沿った道を北に歩き、⾔われた防
空壕に移動した。何も持たず身ひとつだった。  

防空壕は⼤きく南北に 20m ほど、入⼝の幅は
10m ほどの半地下で、屋根は材木などで覆われ土な
どは乗っていなかった。すでにかなりの人が座っていて入
⼝のところに座り込んだ。  

どのくらい時間が過ぎたのか「ここでは危ない︕」と⼤
きな声が響き、防空等から慌てて出された、⼤人たちの
慌てぶりからも危険が感じられた。壕の外は暗くてよく解
らなかったが、小川にかかる小さな橋を渡り、トンネルの
ような横⽳に入った。壕は土と岩のむきだしの壁で、ロウ
ソクの⽕でかろうじて人の顔が⾒える状態だった。ムッと
した気持ちの悪い状態で、⽴ったままかなりの時間が経
過した。  

後に⺟から聞かされた話では、私がぐずって、外に出
るといって聞かなかったらしい。外は危ないからと何度も
⾔われたようだったが、少しの時間ということで外に出る
ことができた。外は真っ暗闇であったが、⼼地良い⾵の
感覚は今も覚えている。闇空に光の塊が流れてゆっくり
と落ちてきていて、「わあキレイ」と感じたが、後にこれは 

 
 
 
 
 
照明弾で、それに高射砲だろうか、⼤きな音が連続

して鳴っていた。まさに米軍機の空襲で焼夷弾が雨あ
られと降ってくる直前の状態だったのだろうと思う。 

僕はすぐに壕に戻った。怖いという感覚は全く感じな
かったが、この光景は 80 年近く経っても脳裏から離れ
ない。戦争という状況をこの⽬で⾒た最初で最後の瞬
間だった。  
   その後、どれくらい時間が過ぎたのか。⼤きな⼤人の
声がして、「外は焼け野原だ」と叫んで壕に入ってきた。
「焼け野原」の意味が理解できなかったが、⺟は⼼配そ
うな小声で「家が焼かれてなくなった」と⾔ったが、僕は
信じられなかった。家に帰りたいと⾔って聞かない僕を⺟
は連れて帰り、「ここよ」と指で差した。その先にあったの
は、灰に覆われてはいたが、形や⼤きさ、深さの感じか
ら、父が掘った⾃宅の壕に違いないと感じた。辺り⼀⾯
は焼け野原であった。“３つ⽬の横⽳防空壕”が命を
救ってくれたのだった。だが、その後、“とてつもない飢え”
が待っていようとは思わなかった。  

あの命が助かった“防空壕”が何処にあったのか︖⾃
分の中で特定できないでいた。現在の東遊園地は市
役所の南側にあるが、確かに東遊園地の位置だとはず
っと記憶の底にあったが、現在の地形は平らになってい
て盛り土になっていない。 

記憶が正しいのかどうか、永年疑問が解けなかったが、
『神⼾闇市からの復興』（村上しほり著）に⼿がかり
があった。 写真には当時の東遊園地には盛り土があり、
これは旧⽣⽥川の名残の川の土⼿ではないか︖現在
のフラワーロードの東側に、戦災前にインド商社が⽴ち
並んでいたという⺟の話と⼀致していた。高い土⼿とイ
ンド商社が続く⾒事なエキゾチックな街並み。写真に写
る歩道上で２人のご婦人が⽴ち話をしているが、その
場所こそが“３番⽬の防空壕”ではなかったか︖  
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5．まとめにかえて 

 収集・整理した市内の防空壕の情報を基にし

て、いくつかの事例に関して、2023（令和５）

年 11 月９日から 12 月 14 日の間で可能な

限り散発的に現地調査と聞き取りを実施した。

この成果も踏まえて、以下、所見をまとめておく。 

 

①防空壕の分布 

「防空」とは、戦時に航空機によって空中か

らの攻撃（空襲）によって生じる危害を防御し、

被害を軽減することと定義され、このために設

けられた施設が「防空壕」3)と呼称されるが、そ

の実態は時期によって暫時変化したことが知ら

れている。 

もともとの定義では、消火などの防空活動を

行うために一時的に「退避」をする場所とされ、 

 

 

「避難」する場所としての想定はなかったとされ

ている 4)。 

佐々木和子氏 5)によると、神戸市の上空にア

メリカ軍機が現れたのは 84 回を数えるという。

そして、「神戸大空襲」とは 1945（昭和 20）年

にマリアナ基地のアメリカ B29 部隊が神戸を

第１目標として攻撃した空襲の総称であり、２

月４日（目標：神戸市街地）、３月 17 日（目標：

神戸市街地）、５月 11 日（目標：川西航空機

深江製作所）、６月５日（目標：神戸市街地）、８

月６日（目標：西宮・芦屋・御影）の合計５回と

される。この間「防空壕」が神戸市域において、

本質的に防空機能を果たしたかどうかは別と

して、使用されたことは疑いのないところである。 

今回収集できた防空壕の件数は限られ、そ

※電子地形図（国土地理院）を加工して作成 

      ※本マップは、市⺠の⽅々からの情報に基づいて、おおよその位置を⽰したものである。 
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の分布を推量するにはデータが足りない 6)。今

となっては、当時構築された防空壕の実数把握

は困難な状況であるが、一方で、総数を知るこ

とが主眼ではないことも言える。 

例えば、『日本の空襲―六 近畿』7)によると、 

 

〇「（増田製粉近傍の）壕」 

〇「清盛塚近くの大輪田橋付近の運河の防空

壕」 

〇「表の市電筋の歩道には、短い間隔で町会

の壕があるが、（略）私方の庭の壕に両親と

計四人で入る。」 

〇「摩耶・六甲・高羽の国民学校に駐屯中の警

備兵までがリュックサックを背に六甲山腹の

横穴防空壕へ待避しきりとなり」 

〇「神戸三の宮駅構内の地下壕」 

〇「家の裏庭の防空壕へ入った」「私は兄と一

緒に成徳小学校の方へ避難しました。（略）

近くには防空壕もないため」 

〇「松風町二丁目の町内会が作った五〇人ぐ

らい収容できる防空壕に避難していたが（略）

自宅裏の検車区係員用の防空壕に緊急避

難した。（略）いつもなら検車区係員専用の

防空壕で「係員以外入室禁止」となっていた

が、（略）松風町二丁目のいつも退避してい

た大壕も直撃弾を受け、五〇余人の避難者

全部が死んだ。」 

〇「家（灘区岩屋北町三丁目）を捨て、（略）母

の手を引いて海へと逃げた。急な坂道をくだ

るとすぐ国道だ。そこにコンクリートで固めた

防空壕があった。」 

 

といった記述を確認でき、地域的な集中や偏在

を指摘できる状況でないことが想像できるだろ

う。 

さらに、神戸の市街地の大部分が当該「神

戸大空襲」による被災地に相当する。戦災から

の復旧・復興が最優先されたことも、現状の防

空壕の分布状況が発生した一因と考えられる。 

また、阪神・淡路大震災による被災地の範囲

にもあたり、その復旧・復興に邁進してきたこと

も、防空壕をはじめとする戦争関連施設の存在

をこれまで注視する余裕がなく、保存（旧状維

持）に至っていない経緯と想定される。 

 

②防空壕の規模と構造 

行政が奨励した「防空壕」の構築は、資材・

人員不足によって進捗しなかったうえに、焼夷

弾投下というアメリカ軍の空襲攻撃に対しては、

特に平野部における防御手段あるいは空襲か

ら逃れる手段として有効に機能しなかったと考

えられている。 

1937（昭和 12）年に『防空法』が制定され、

陸海軍が担わない灯火管制、消防、防毒、避難、

救護等が国民の義務（＝民防空）として位置づ

けられ、さらに、翌年には、内務省計画局が『国

民防空の栞』を発行し、防空壕を「庭または空

き地」に作るように指導する。 

1940（昭和 15）年には、内務省計画局が

『防空壕構築指導要領』8)を発行する。これは

太平洋戦争中に、初めて国の施策として制定さ

れた防空壕を構築するための指導書で、「家屋

外空地ニ構築スル応急的待避施設タル防空

壕ノ構築指導要領ヲ定メタル」ものである。空

襲危害の防止に留意し、積極的な防護活動の

便に配慮し、20 人以下の小規模の防空壕の

設置を推奨している。また、社団法人建築学会

も『自家用簡易防空壕及待避所の築造要領』

9)を発行し、「市民を防護する為に設けられる簡

易な防護室の一種」と定義づけ、「公共用」と

「家庭用」の別を明記しながら、「防空壕築造

要領の普及徹底」が「緊要」であることを強調

している。 
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1941（昭和 16）年には『指導要領』が改

正され、「防空の範囲の拡張」による偽装、防

火、防弾、応急復旧、「退去の禁止」と「応急消

火の義務」が追加され、事実上国民の全面的

な退去禁止（制限）が明確化されることとなる。

さらに、12 月には、『国民防空訓』や『時局防

空必携』が発行される。 

1942（昭和 17）年には、内務省防空局「防

空待避施設指導要領」により、開放式の塹壕

型防空壕の建設要求指令が発出される。 

1943（昭和 18）年には掩蓋式の塹壕型防

空壕建設への変更を促し、1945（昭和19）年

にはすべての住民に対する十分な防空壕の建

設が『指導要領』により要請される。さらに、戦

局の悪化、本土決戦に備え、「分散疎開、転換、

防疫、非常用物資の配給」が追加される。 

 以上のように、戦況の悪化によって、防空壕の

性質とその存在意義が刻々と変化していったこ

とが窺える。 

 

③現地調査の所見 10） 

再び、今回の防空壕調査の個別事例からみ

てみよう。高射砲台に伴った地下壕機能が推

定される№16 を除いて、市内に現存する防空

壕は、斜面の岩盤や地山を掘り抜いた素掘り

防空壕と、コンクリート造の防空壕との、大別し

て２種類が残存していることとなる。 

まず、前者では直径が約 1.0～1.5ｍ前後、

断面形態が円形あるいは卵形に近いもので水

平方向に彫り込まれたものが多い。№７は幅

1.2ｍ、高さ約 1.5ｍ（底面は未確認）、奥行き

が約３ｍとそれほど深くはなく、多くの人を収容

できたとは思えない。最大収容は３名 11）。岩盤

からなる壁面には掘削の際のノミの痕跡が明

瞭に残存している。 

また、№31 では花崗岩系真砂岩を掘り込ん

だ入口を入ると、すぐに左右二股に分かれ、そ

れぞれが緩やかな円弧を描きながら、幅 1.0～

1.2ｍを維持しつつ、奥行きはそれぞれ約４～５

ｍまで続いている。高さが約 1.8ｍあるため、空

間的には余裕がある。あえて床面積を求めると、

約 10 ㎡となり、6～７名程度が収容できたと推

定する。 

一方、コンクリート造の３基はそれぞれ相異な

る特徴をもつ。№24 は庭の中央に築山
つ きやま

風に仕

上げられたもので、東西 1.8×南北 3.6×高さ

1.4ｍの平天井の直方形の空間であり、４畳強

の床面積をもつ。４名程度を収容できたと推定

する。かつての木製扉の存在を想定する出入

口が２ヶ所に設けられ、それぞれ数段の階段を

伴う。現在は防災の観点から滞水状態で維持

されている。天井高は自由な直立歩行には不

№31 内部 

№７ 
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向きである。天井のほぼ中央には、内法 45 ㎝

四角の空気抜きあるいは明かり取りに供され

たと思われる煙突状の施設が地上へ続く。『築

造要領』「5.庭の築山の下に造る永久的防空

壕」12）を基本的によく踏襲した設計・築造が想

定できる。 

№32 は山腹の斜面地に埋め込まれ、２つの

空間と通路から構成される。最大の空間は

1.83×2.25×高さ 1.83ｍであり、蒲鉾形天井

に仕上げられ、約３畳弱の床面積が確保されて

いる。この空間では３名を収容できたか。鉄製

扉枠が残る入口部分に接する空間も 1.5×

1.9m の床面積を持ち、２名程度が収容可能か。

内部通路は１ｍ前後を維持し、地上へ続くと推

定される階段室の入口部分にも腐朽
ふ き ゅ う

した鉄扉

枠が残っている。コンクリート打設方法 13)等の

防空壕構築の解明に向けた詳細な調査の実

施が可能な事例となるであろう。 

木造店舗と一体化した№29 は 1935（昭和

10）年頃に建物の建築に合わせて設営された

と伝わる。現在は物置として使用され、幅 0.75

ｍの階段によって１階の勝手口へとつながる。

床下で確保された空間は 3.5×1.75×高さ

1.7ｍの直方体で、床面積は約４畳となり、約４

名を収容可能か。平天井直下の南壁・西壁に

は小窓が設けられる。また、床に設けられ、現在

も十分な水位を維持する井戸（直径 0.6ｍ）の

存在が特筆できる。 

 

以上、いくつかの現地調査例を簡単に紹介

した。一方で、神戸空襲を記録する会による、米

国戦略爆撃調査団（USSBS）のフィールドレポ

ートからの「神戸の防空壕」14)についての紹介

がある。これによると、今回報告する防空壕は、

いずれも「a．個人用」とされるタイプに相当し、

比較的小型のものばかりであることが判る。ア

メリカ取材報告の神戸の「公共防空壕（シェル

ター）」の類例は、今回の調査事例中には該当

するものがない。 

神戸市が戦中から戦後にかけての時期に実

施した道路事業をはじめとする、各年度の土木

工事の概要には防空壕工事等へのかかわりを

№24 内部 

№24 入口部

№32 内部 
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垣間見ることができた 15)。以下に略述する。大

型とされる防空壕は行政主体によって築造され、

また、埋め戻されたものが大半であったのかも

しれない。ただし、詳細な工事内容の裏付けは

現時点では取れていない。 

 

1941 年度 防空壕工事 

1942 年度 地上式、半地下式防空壕のほか、

100 トン、40 トン及び１トン容量の

貯水槽の新工事 

1943・44 年度 防空壕工事は山腹をえぐる大

型の横穴式へ 

1945 年度 横穴式防空壕 58 ヶ所、敲式貯水

槽 50 トン、100 トン、150 トン、

200 トンの大容量化 

1946 年度 横穴式防空壕の埋め戻し工事 

※野崎通１丁目（葺合高校内）の

ほか 58 ヶ所 

1947 年度 横穴式防空壕の埋め戻し等 

1948 年度 大倉山および北野天神東側の横

穴式防空壕埋戻工事 

1949 年度 横穴式防空壕の埋戻工事 

 

以降の年度では、防空壕に関する記載が存

在しなくなる。防空壕に関する工事は完了して

いったのであろうか。 

 

④文化財保護行政と「戦争遺跡」 

文化財保護法では、1998（平成 10）年文

化庁通知によって、地域にとって特に重要なも

のを「近現代遺跡」と呼称して、文化財として調

査の対象として取り扱いできるとしてきた。そし

て、政治・軍事・生活に関わる分野の遺跡と位

置づけて、2002（平成 14）～2005（平成 17）

年に詳細調査を実施している 16)。 

文化財保護法の対象となる「近代遺跡」とし

ての戦争に関連する「戦争遺跡」は、加害の軍

事施設が主となりがちで、防空壕等の被害の

戦争遺跡は概して少ない 17)という指摘がしば

しばある。また、「負の遺産」としてのイメージが

先行し、地域にとって重要な遺跡の活用に向け

ての意識の高さや動きは、現状ではまだまだ地

域差が顕著であろう。 

 そうしたなかで、神戸市中央区の雲井遺跡第

28 次調査 18）では、８基の防空壕跡が発掘調

査によって確認され、記録保存された稀な例と

言える。いずれも小型で、家庭用の防空壕と言

えるもので、その形態的な特徴から、１類から３

類に分類されている。なかでも、防空壕４・５・６

がそれぞれ１ｍ間隔で東西に一直線に並列す

る配置が、家屋間の路地部分と推定されてい

る点は興味深い。また、芦屋市域では 10 例を

超える報告例 19）もある。 

上述した川上氏、竹村氏の指摘によるまでも

なく、私自身を含む埋蔵文化財発掘担当者の

多くがこれまで経験してきたことであるが、近現

代の攪乱坑（ゴミ穴）との見極め（区別）をせ

ず、発掘調査を進めて、防空壕を認識しないま

ま、あえて発掘調査（記録保存）の対象とはし

てこなかったこと 20）にも起因すると考えられる。

戦争遺跡として、「発掘調査現場で多く調査さ

れている」とされた「防空壕」は「攪乱」と処理

してきたケースも多い 21）という指摘は的を射て

いる。 

「戦争遺跡（戦跡）」は近代日本の侵略戦争

とその遂行過程において、戦闘、事件などの加

害者や被害者、あるいは反戦や抵抗に関わっ

たモノで、日本の国内および国外で形成され、

なおかつ現在まで残されてきた構造物、遺構な

どのことを指す 22）。また、あえて「国防遺産」と

いう呼称を用いて、現況と利活用の課題を指摘

する向き 23）もある。 

『日本考古学』においても、「戦争遺跡研究

の現状と課題」として小特集を掲載する 24）など、
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考古学的に問題意識は年々高まりつつあると

認識できる 25）。 

最後に、まもなく戦後 80 年を迎える現代に

生きる私たちは「防空壕」という言葉からどの

ようなイメージを浮かべるであろうか。そもそも

戦争の記憶をどう引き継いでいかねばならな

いのか。突きつけられた課題は少なくない。 

 戦争遺跡に関しては、各地域の歴史を十分に

認識したうえで、的確に調査を実施し、資料化

し、後世に伝えるともに、現代社会に還元・活用

していくことこそが、第二次世界大戦をはじめと

する戦争による悲劇を繰り返さない、平和な世

界の恒久的な維持に少しでも貢献できるもの

と確信している。 

 

【註】 
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